
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に係るとりまとめ資料の提出（泊３号炉） 

２．日 時：令和５年１０月３１日 １３時３０分～１３時３５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

平本安全審査専門職、田代審査チーム員 

 

北海道電力株式会社：東京支社 技術グループ 担当者５名 

 

５．要 旨 

（１）北海道電力株式会社から、泊発電所３号炉の新規制基準適合性に係る設置

変更許可申請について、とりまとめ資料及び比較表等が提出された。 

 

（２）これに対し、原子力規制庁は、今後、提出資料について、引き続き確認す

ることとした。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対

象施設等） 

（２）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等

対処設備） 

（３）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等

対処設備）補足説明資料 

（４）泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効性評価 

（５）泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効性評価 補足説明資料 

（６）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 

（７）泊発電所３号炉 中央制御室，緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重

要な操作を行う地点の有毒ガス防護について 

（８）泊発電所３号炉 発電用原子炉の設置変更（３号発電用原子炉施設の変更）

に係る原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号（平和目的）基準へ

の適合について 

（９）泊発電所３号炉 発電用原子炉の設置変更（３号発電用原子炉施設の変更）

に係る実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則第３条の２の４発電

用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画について 

（１０）泊発電所３号炉 原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合

性について 



 

（１１）泊発電所３号炉 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務

に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

（１２）泊発電所３号炉 １号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファル

ト固化装置の共用取止めによる影響について 

（１３）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準

対象施設等）比較表 

（１４）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故

等対処設備）比較表 

（１５）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故

等対処設備）補足説明資料 比較表 

（１６）泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効性評価 比較表 

（１７）泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効性評価 補足説明資料 比較表 

（１８）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 比較表 

（１９）泊発電所３号炉 中央制御室，緊急時対策所及び重大事故等対処上特に

重要な操作を行う地点の有毒ガス防護について 比較表 

（２０）泊発電所３号炉 発電用原子炉の設置変更（３号発電用原子炉施設の変

更）に係る原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号（平和目的）基

準への適合について 比較表 

（２１）泊発電所３号炉 発電用原子炉の設置変更（３号発電用原子炉施設の変

更）に係る実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則第３条の２の４

発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画について 比較表 

（２２）泊発電所３号炉 原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合

性について 比較表 

（２３）泊発電所３号炉 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務

に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 比較表 

（２４）泊発電所３号炉 １号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファル

ト固化装置の共用取止めによる影響について 比較表 

（２５）泊発電所３号炉 重大事故等対処設備系統概要図 

 

以上

 


